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街頭消火器の点検等の協力について（お願い） 

 

１．趣旨 

  街頭消火器は、地域の皆様が初期消火に使用していただけるよう市内に約

3,200本設置されています。 

  現在、消防職員が１年に１回、街頭消火器の点検を実施していますが、今

年度から地域防災力の向上の一環として、全区に設置場所の確認や簡易点検

のご協力をお願いするものです。 

  ※消火器の更新など費用が発生するものは、消防総務課で行います。（消火

器は、１０年毎に委託業者より交換します。） 

   

２．お願いする理由 

（１）設置場所の確認により、迅速な初期消火が可能になります。 

平時から街頭消火器の設置場所を確認しておくことで、有事の際、迅速な

初期消火活動に繋げることができます。 

 

（２）平時の点検により、不備への早期対応が可能になります。 

   街頭消火器は、「交通事故」、「いたずら」などにより、使用できないこと

があります。平時の点検で、街頭消火器に不備が判明した場合は、消防

署が直ちに対応します。 

 

３．お願いする内容 

（１）街頭消火器の設置場所を確認 

   町内会ごとの街頭消火器配置図を区に配付します。それを基に街頭消火

器の設置場所を確認してください。 

 

（２）街頭消火器の点検 

点検の内容は、次のとおりです。実施方法、配置図、点検表を一緒に配付

します。 

  ア 街頭消火器収納箱を確認します。（転倒の危険の有無、格納箱の変形、

扉の開閉支障など） 

  イ 街頭消火器収納箱の扉を開けて、街頭消火器本体を取出して確認しま

す。（使用の有無、本体の変形の有無など） 

 

 （３）街頭消火器の点検実施後、点検表を消防署に提出 

    ※点検を実施したら、点検表を区から消防署へ提出してください。 
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 （４）不備判明時の連絡 

街頭消火器に不備が判明した場合、消火器収納箱に記入してある管理番 

号と不備内容を、消防署に電話連絡してください。 

   ※消防署にて改修等を実施します。 

 

４．点検等の実施回数、実施期日 

  年１回、12月末までに実施し報告願います。 

 


